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9月の人口の動き

出生男52女21計55

死亡〃15〃15”28

転入4・100〃117・9’217

転出／／106・4・114〃220

　　　

世帯数9．501

　　　

人口44．920

　

男21．671女23．249
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第70回定例市議会は

9月26日から5日間開か

れ、39年度補正予算や

教育委員の任命など22

議案を上程。住居表示

に関する3議案は継続

審議となつだほか、い

ずれも原案どおり可決

されました。おもな議

案は次ぎのとおりです

　

一般会計補正予算

　

追加されたおもなも

のは次ぎのとおりです

議会費11万円一市民会

　

館建設特別委員会の

　

賞用、

総務費377万5千円一職

員の退職金、海民会館

　

建設費など、

民生費39万4千円－や

　

和園施設補助など

衛生費83万円一浸水家屋の消毒費、ごみ

　

焼き場の修理費．五番、寺町の下水路

　

改修費、

農林業費507万円一農業、畜産振興費582

　

万1＝F円、地籍調査費107万9千円など

商工費48万5千円一観光施設整備事業の

　

県負担金など．

土氷費2千254万3千円一道路改良費557万

　

8千円、高市計画費460万円、友江に建

　

設される県立工業高校の敷地造成費

　

700万円など、

消防費26万円一防火水そう新設費、

教青費1千409万4千円一職員の退職金590

　

万6千円、学校管耶費116万2千円、有

　

中、上庄中学校の特別教室新設費744

　

万9千円、保健体育費47万円など、

　

：専決処分沈報告

　

緊急に執行をする必要が生じたため．

次ぎのことを専決処分しました．

イ、‥般会計補正予算一公債費97万5千

　

円、保健衛生費104万8千円を追加．こ

　

れは．市税の減税分を市債（5千150万

　

円）で補うための利子。特別会計簡易

　

水道事業への繰り出し金です。

ロ、特別会計簡易水道事業補正予算一追

　

加額460万円、これは、上据に簡易水

　

道を新設する事業費です。

　

特別会計南部土地区画整理事業予算

　

丿算総額750万円、これは測量委託料

と事務費です。

　

特別職報酬等審議会の設置

　

特別職（三役、議員など）の報酬を決め

る場合、市長の諮問機関として審議会を

設置する。審議委員は7人とし第三者で

ある公共的団体、住民のうちから任命さ

れる。

　

市営住宅使用条例の一部改正

　

市営住宅に、引き続いて3年以上入居

しているものの収入額が収入基準額（第1

種住宅3万6千円、第2種住宅2万円）を越

える場合、次のとおり家賃が割り増しに

なります。

第1種住宅一月収3万6千円～4万5千円ま

　

でのものは、現行家賃（1千500円～3

　

千円）の2割り増し、月収4万5千円以上

　

のものは4割り増し、

第2種住宅一月収2万円～3万6千円までの

　

ものは、現行家賃（1千円～2千500円）

　

の3割り増し、月収3万6千円～4万5千

　

円までのものは5割り増し、月収4万

　

5千円以上のものは8割り増し、

　

ただし、当分の間、収入基準額は、第

　

1種住宅4万5千円、第2種住宅2万5千円

　

に読み替え、これ以土のものに割り増

　

しとなります。

教育委員に寺島、板橋氏

　

10月10日で任期が満了する寺島、杉本

両委員の後任に寺島利鏡（5選）、上据の

板橋研司（49）両氏を任命するため、議会

の同意をえました。

　

財産処分

　

旧飯降分校（木造2階建て延べ24177f）を

飯降部落へ有償で売却します。

　

造林事業に関する契約

　

市が分収造林を行なうため、阪谷森林

組合所有の島堂地籍の保安林6加を、こ

としから42年間地上権の設定を行なう。

有明町など誕生
町名、字区域の変更

　

駅東土地区画整理事業によつて、同区

域内の町名を図のように変更します。

　

有明町（ありあけちよう）月美町（つ

　

きみちよう）美川町（みかわちよう）

　

中荒井七字（なかあらいななあざ）

（中荒井七字の境界は石灯簡線から北側）

　

おな土地改良事業によつて、森政領家

篠座地籍の字区域を一部変更します。

　

南部土地区画整理事業施行条例の制定

　

市街地の整備開発を目的とする、南部

土地区画整理事業計画を実施するために

必要なことを条例で定めました。おもな

内容は、事業費の充当方法、保留地の処

分方法、土地区画整理審議会、評価委員

権利価格の評定、換地処分の時期など事

業推進に。必要な詳細を定めています。

　

国民健康保険税条例の一部改正

　

低額所得者の保険税を59年度から減税

することになりました。

　

これまで課税所得が9万円以下の納税

者に。は、保険税額から被保険者1人につ

き210円を減額したのを240円に、世帯割

りを420円から450円に改正。課税所得額9

万～10万5千円の場合は被保険者1人につ

いて、140円の減額を160円に、世帯割りは

280円を300円とするよう改正しました。
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新たに387≒の宅地造成
いよいよ10月から着手

　

市はかねて計画を進めていた南部土地

区画整理事業が9月4日に認可されたので

事業費約1億2千500万円5年計画で10月か

ら着手します。実施区域は図面のとおり

で、春日上、神明上、篠座の一部約38加

です。おもな事業は、幹線道路区画街路

など道路網、水路、排水溝の新設整備、

公園、緑地の新設です。

　

ことしは、準備期間として、権利関係

の調査、審議委員の選挙、土地の評価、

換地の設計、仮換地の指定などで、本格

的工事は明年度から始められます。

　　

今後は建築許可申請が必要

　

事業認可があった9月4日以後、同区域

内に建物や工作物などを新改築する場合

建築確認申請書のほかに、建築許可申請

書を出さなければなりません。（用紙は

市の建設課にあります）

　　

権利の申告は11月9日まで

　

実施区域内で宅地を借りていて、地上

権、借地権などが未登記の者は、土地所

有者と連署または権利書（契約書）を添え

て市建設課へ権利の申告をしてください

申告後、権利の移転、変更、消滅した場

合も同様です。この申告をしないと区画

整理に。よって立ち退きなどの場合、貸し

主から換地の土地を借りる権利など一切

の権利が認められない場合があります。

　

申告期間は11月9日までとなっていま

す。これは、土地区画整理審議委員の選

挙人名簿を作るためで、以後も事業が完

成するまで申告しなければなりません。

　

なお、区域内の測量、調査のため土地

立ち入りすることがありますからご協力

をお願いします。

造林補助申請は早めに

　

ことし新植してまだ県の造林補助金を

もらつていない方、または秋に植林を計

画している方は、早めに市の林務課で交

付申請の手続きをしてください。申請期

日は11月末です。なおことしから、施肥

造林も同補助金の対象に。なりました。

　　

造林補助の対象は

○普通造林の場合は．1団地の面積が10

　

（z以上、苗木が250本以上であること

○階段切り造林は切り幅が1TTL以上、Iha

　

当たりの延長が500s以上であること

○造林地の手入れを3年以上行なうこと

　　

補助率は査定事業費の4割り以内

明年1月開業予定

　

＝市営と殺場＝

　

市営の

食肉処理

場は工費

I＝f875万

円で横枕

地係（赤

根川と真

名川の合

流点付近

）に建設

されます。

　

これは現在犬山のと殺場（組合経営）が

老朽化したため、今後市で行なうことに

なつだもので、工事完成は12月末、明年

1月から営業開始の予定です。

　

同処理場は、1日最低大動物（牛、馬な

ど）8頭、小動物（豚など）4頭の処理能力

をもち、おもな施設は、鉄筋鉄骨平屋建

て延べ210㎡のと畜場、病畜と殺室、血液

汚水の浄化そう、洗車場、畜魂碑など。

（写真は9月9日の起工式）

実施計画図
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ことしも10月から赤い羽根街頭募金が

はじまります。

　

昨年は、当市の募金額が104万7千円、

県下で2千625万6千円でした。こうした

金は県内の福祉事業関係に配分されます

当市関係では、256万9干300円が配分さ

れました。その内訳は、

　

生活保護家庭－4万7千700円、

　

社会福祉協議会－28万4千400円、

　

季節保育所－1万4千200円、

　

日の出善隣館－23万5千円、

　

和光園－57万6千円、

　

聖和園－70万円、

　

大野荘－51万2千円。

公明選挙都市宣言

　

選挙は、政治の要てい（諦）であり、

政治は国家民衆の福利を計るもので、

その根幹をなすものは、公明選挙にほ

かならない。

　

われわれは、ここに公明選挙を推進

し、政治の真随をただし、正邪曲直の

区別を明らかにし、住民の信頼に答え

て、地方自治の進展と住民の福祉増進

を計るとともに、大野市住民の正しい

政治とこれの高揚を計るため、ここに

大野市を公明選挙都市とすることを宜

言いたします。

　

昭和59年9月50日

　　　　　　　　　

大野市議会

記念品を手に

喜びの長寿者
老人の日にちなんで、9月14日、森広

市長が、ことし米寿を迎える明治9年生

れのものを訪問し、毛布を贈つて長寿の

お祝いを述べました。

　

ことし米寿を迎えた方は22名、（男4、

女18）で。市内の最高齢者は明治2年生ま

れの山内はるさん（御給）95歳です。

（写真は高畑ことさんをたずねた市長）

篠座神社で目の祈願祭

　

大野視力障害者福祉協会では、これ以

上目の悪い人がでないように、また悪い

人は少しでもよくなるようにとの願いを

こめて、10月11日午後2時より篠座神社

で目の祈願祭を行ないます。

　

また身体に障害のあるものは、市福祉

事務所や各関係者にご相談の上、身体障

害者手帳を受けてください。

会社、法人の登記

は完全ですか

　

あなたの会社、法人の変更、消滅の

登記は完全ですか。法令はそれぞれの件

について登記期間を定め、期間内に登記

を怠つたときは、その会社や法人の代表

者に30万円以下の過料を課しています。

　

登記の見落しを防ぎ、健全な事業発展

のために、登記が完全でない会社や法人

はすみやかに登記申請をしてください。

　　　　

（福井地方法務局大野支局）

法律●身上無料相談

　　　

10月8日

　

大
野
市
、
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日
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催
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庭
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養
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時
十
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八
日
（
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日
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午
前
十
時
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三
時
ま
で

◇
会
場
大
野
市
役
所
二
階

　
　
　
　

第
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、
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ず
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催
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●
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味
覚
の
秋
、
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ひ
と
っ
と
し
て
、
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」
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豊
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に
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そ
こ
で
、
さ
っ
ま
い
も
を
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た
、
オ
ヤ
ツ

の
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り
方
を
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ま
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砂
糖
五
〇
ダ

　

庖
か
さ
じ
半
分

　

ま
つ
茶
小
さ
じ
ぱ
い

　

食
紅
微
量

皮
を
む
い
た
さ
つ
ま
い
も
を
輪
切

り
に
し
て
水
に
さ
ら
し
、
あ
く
抜
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を
す
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。
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れ
を
鍋
に
入
れ
ゆ

で
る
。
ゆ
で
た
ら
水
を
捨
て
水
分

を
蒸
発
さ
せ
る
。
こ
の
さ
つ
ま
い

も
を
裏
ご
し
し
砂
糖
、
塩
を
ま
ぜ

こ
れ
を
三
等
分
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る
。
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等
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茶
を
、
他
の
ひ
と
つ
に
食
紅
の
水
と

き
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こ
れ
で
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赤
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緑
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黄
、
三
色

の
も
の
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来
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こ
と
に
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る
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次
に
緑
色
の
も
の
を
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径
二
心
位
の
大
き
さ

に
丸
め
、
黄
色
の
も
の
で
包
み
、
布
（
水
で
ぬ

ら
し
固
く
し
ぼ
つ
だ
も
の
）
の
中
に
入
れ
、
軽

く
し
ぼ
り
形
を
作
る
。
同
様
に
、
配
色
を
変
え

て
作
る
。

　

ち
よ
つ
と
し
た
工
夫
で
す
が
、
美
し
い
オ
ヤ

ツ
が
出
来
ま
す
。

あ
ほ
な
こ
っ
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コ
ッ
チ
ャ
／
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「
－
食
欲
の
秋
」

パ
ン
食
い
競
走
の
申
し
込
み
殺
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ハンドルはしっかり

　

＝交通無事故運動＝

　

秋の交通安全運動の開幕日に当たる9

月15日、市ではカー・パレードを催し、

市長を先頭に、各トjl体から参加した24台

の自動車が市街をパレードして「みんな

のカで交通事故をなくそう」と呼びかけ

ました。（写真はカーバレード）

　

当市は37年3月28日安全宣昌‘をしてす

べての災害事故防史に努めてきましたが

自動車の増加に伴ない市内の交通事故

はますます増えるー方なので、この春以

来交通事故防止についての対策を進め、

みなさんひとりひとりに安全意識をしつ

かり身につけてもらうため強力な広報活

動を行なうことにしました。

　

道路交通法が改正され、罰則も一段と

強化されましたが、これだけで事故がな

くなるとは考えられません。各人が高い

交通道徳を身につけていただくのが最も

必要です。とくに無免許運転、飲酒運転

速度違反は非常に危険です。

⑤みなさんの力で交通事故をなくそう。

　

じ運転者は

○休養と睡眠を十分とり、疲れのひどい

　

ときは運転を辿慮しよう。

○自分の性格や欠点を知り、それから起

　

こる事故に十分警戒しよう。

○運転中はたとえすすめられても絶対に

　

酒は辞退しよう。

○いつも譲りあう気持ちをもって運転し

　

よう。

○常に凶器を扱っているのだ、という気

　

持ちを忘れずに・。

○ハンドルを握ったなら、運転者になり

　

きって安全運転に努めよう。

　

②運転者の家族は

○身体的にも精神的にも十分な休養をと

　

らせるように努めよう。

○出勤の前には、口論はもちろん、いや

　

なことは耳に入れないよう、いつも笑

　

顔で職場へおくりだそう。

○ふだんから何でもうち明けて話しので

　

きる家庭の空気をつくっておこう。

○からだの様子がおかしいと思ったら、

　

早目に専門医の診察を受けよう。

百日ゼキ●ジフテリア予防注射

10月6日小山、大野両公民館（2回）

　

／／7日五箇、”z／

　

・り・8日上庄公民館〃

　

z・22日乾側、下庄両公民館（3回）

　

・・・23日阪谷、富田z題9゛

　

ぺ7日小山、大野／／ノタ

　

々・28日五箇、土庄タ♂ダz

○時間はいずれも午後1時～2時

○対象者。昭和38年5月1日～39年4月1

　

日までの出生児

小児マヒ生ワクチン郷投与

10月13日阪谷、富田両公民館

　

・・14日下庄、五箇・

　

・・15日上庄公民館

　

・ク16日西校

○時間はいずれも午後1時～2時

○対象者、昭和38年12月1日～39年6月30

　

日までの出生児

常
時
で
き
る
登
録
申
し
…
一
…
｛

補
充
選
挙
人
名
簿

　

公職選挙法の一部改正で

10月1日から補充選挙人名

簿の作り方が変わりました

　

この改正で、補充選挙人

名簿は、常時行なう登録申

し出と、これまでのように

選挙ごとに行なう登録申請

の両方にょつて作られるこ

とになりました。

　

従来補充選挙人名簿の登

録申請は、期間が限られて

おりましたが、常時登録申

し出ができることになり登

録もれがすくなくなること

でしょう。

補充選挙人名簿の登録申し出ができ

るもの

△基本または、補充選挙人名簿に登録も

　

れとなったもの

△大野市に住んでいて、新しく選挙権が

　

っいたもの

△選挙権があっても、他の市剛村から大

　

野市へ転入したもの

　　

申し出の方法

　

本人が印鑑を持参して、各公民館（大

野市を除く）か、市役所市民課の窓口へ

申し出てください。本人が出頭できない

ときは、同価の親族が代理人として、手

続きができます。この場合は、代理人の

印鑑も必要です。

　　

遺族の靖国神社参拝

出発11月15日、帰着11月21日

会費1万500円

申し込みは10月20日までに市の福祉事

務所へ。

風見鶏

V
十
月
は
爪
十
八
回
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
一
色
に
塗

り
つ
ぶ
さ
れ
る
記
念
す
べ

き
秋
だ
。
こ
の
大
会
は
日

本
に
ど
つ
て
あ
ら
誓
勾
留

か
ら
、
国
際
的
評
価
の
ヒ
ノ
キ
舞
台
で
あ
る
こ
と
を

自
覚
す
べ
き
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
り
、
今
後
幾
ぶ

の
謹
題
が
与
え
ら
れ
る
秋
で
も
あ
る
。
マ
ｙ
こ
ろ
が

危
ぐ
（
惧
）
さ
れ
る
の
は
わ
れ
わ
れ
1
民
が
、
日
本

選
手
団
に
期
侍
を
か
け
る
余
り
、
金
メ
ダ
ル
の
み
を

も
っ
て
う
ん
ぬ
ん
す
る
と
し
た
ら
、
か
え
っ
て
結
果

は
み
じ
め
で
あ
る
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
父
ピ
エ
ー
ル

ー
ド
ー
ク
ー
ペ
ル
タ
ン
は
、
古
代
お
よ
び
近
代
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
精
神
の
第
一
の
本
質
的
特
色
と
し
て
、
古

代
の
競
技
者
は
像
を
き
ざ
む
彫
刻
家
の
よ
う
に
、
鍛

錬
に
よ
っ
て
か
ら
だ
を
鍛
え
上
げ
つ
つ
神
々
を
賛
美

し
た
こ
と
を
賞
揚
し
て
い
る
。
▼
最
近
テ
レ
ビ
の
影

響
で
目
で
見
る
ス
ポ
ー
ツ
人
口
は
急
速
に
増
大
し
た

モ
の
反
面
、
肉
体
的
精
神
的
鍛
錬
を
通
し
て
、
苦
難

を
踏
み
越
え
て
得
た
栄
光
へ
の
感
激
に
人
生
の
意
義

を
か
み
し
め
る
ス
ポ
ー
ツ
人
口
は
果
し
て
増
加
し
て

い
る
か
ど
う
か
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
少
な
く
と
も

学
校
体
育
、
社
会
体
育
の
場
で
す
ぐ
れ
た
体
力
と
精

神
力
と
技
術
を
さ
ら
に
高
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
▼

第
二
十
三
回
国
体
は
福
井
県
と
決
ま
っ
た
。
奥
越
の

わ
が
大
野
に
も
全
国
の
酉
人
た
ち
を
迎
え
る
日
は
近

い
。
当
市
人
口
四
万
五
千
の
う
ち
、
小
・
中
・
高
校

生
合
せ
て
一
万
一
石
五
十
四
名
、
職
域
地
域
の
一
般

男
女
を
合
わ
せ
て
ス
ポ
ー
ツ
人
口
は
一
万
五
千
人
。

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記
念
に
、
福
井
県
國
体
を
目
指

し
て
大
野
市
体
ぷ
の
旗
印
の
も
と
一
致
団
結
を
望
む

や
切
。



昭和59年10月1日 け以公表 （レ）

自鶯難る難の財難
これは巾の財政がどのように運営され、市悦が

どのように使われているか、その内容を知って

いただくものです。

人□44．920人

世帯数9．501

面積343．56だ㎡

昭和39年度予算執行状況（一般会計）
予算額6億8古「704万3－や円（39．9．20現在）

収入済額3億108万5千円 支出済額3億3千179万6千円

4寺男lj会言t38年度決算額
単位千円

国民健康1呆険事・匙

歳人76．974

歳出74．565

簡易水道ぶ・業

歳へ20．837

歳出20．635

宅j・也道成一ji裟2

歳人16，103

歳出25．176

被保険者27，687A
受診率354，2％
1人当り診療費4，336円

　　　　　　

－給水人口11．815

水道普及率26．5％

計画面積30ha

造成面債30ha

38年度借入額

　

総額7千215万円

市有財産
有価証券

　　

6，059千円

　

j丿也

294，8ha

　

山林
257，5ha

宅地のその他
37．3h

自動車12台 建物延ぺ79．416m

市
債
現
在
高

単位千円

543，089

借
入
先
別

里位千円



昭和39年10月1日
片’昿公表（：）

昭
和
3
8
年
決
算
状
況
（
二
五
万
円
黒
字
）

歳入

総額

7｛意3千900万円

歳出

総額
7億3T685万2千円

市税の1人当り負担 世帯当り市税負担
単位円

投資的経費の事業別内訳

　　

総額2億6千567万6千円

昭和38年度市税収入状況
単．f立一千F月

236，755
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